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研究成果の概要（和文）：コンテンツ利用許諾と使用料の徴収・配分の場面において、クリエイターに正当な対
価が還元されない問題が指摘されている。「使用料の徴収と配分の正確性と効率性」を果たすためには、著作権
関連情報の透明性（transparency）が必要であり、オンラインプラットフォームの積極的な役割なしでは適切な
対価還元は不可能である。
本研究は、欧米のオンラインプラットフォーム規制を検討し、クリエイターへの正当な対価還元のために開示さ
れるべき情報とプラットフォームの役割を考察することで、クリエイターへの正当な対価還元のための法制のあ
り方を比較法的に研究したものである。

研究成果の概要（英文）：There is a problem with creators not receiving fair compensation in content 
licensing and the collection and distribution of royalties. In order to ensure "accuracy and 
efficiency in the collection and distribution of royalties," transparency of copyright-related 
information is necessary, and appropriate compensation is impossible without an active role for 
online platforms.
This study examines online platform regulations in EU/US, and considers the information that should 
be disclosed and the role of platforms in order to provide fair compensation to creators, from a 
comparative legal perspective.

研究分野： 新領域法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
今回の国際共同研究の研究成果は、日本のコンテンツ政策へ大きな示唆を与えると思われ、その社会的要請も大
きい。また、欧州に研究拠点をおいて欧州研究者らと随時交流しながら、欧州各国の動きをリアルタイムで把握
し、集中的に調査したところに、国際共同研究の学術的意義がある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 

応募者は、2016 年採択の研究テーマ「コンテンツ流通促進のための著作権情報統合

DB 構築と著作権登録制度の活用」(基盤研究(C)課題番号 16K03445)の海外調査におい

て、米国を中心に、著作権証明のためにブロックチェーン技術を活用しようとする動

きがあることを確認した。それを受けて、2019 年には、研究テーマを「コンテンツ流

通におけるブロックチェーン技術活用のための法的課題に関する横断的検討」とする

基盤研究(C)課題番号 19K01425（基課題）に採択された。 

ブロックチェーン(blockchain)技術は、「中央に特定の管理主体を置く代わりに、複

数の参加者による分散型の帳簿管理を可能にする技術」である。その構造上、従来の

集中管理型のシステムに比べ、改ざんが極めて困難であり、ゼロダウンタイムで、安

価である。金融分野だけでなく、資産管理・各種記録認証・物流管理・来歴管理・コ

ンテンツ取引・公共サービス・医療関連に至るまで幅広く活用される可能性がある。 

ブロックチェーン技術と法律の関わりとしては、例えばブロックチェーン技術と仮

想通貨に対して金融規制や会計・税務の観点で論じられたり、国外送金とマネーロン

ダリング規制で論じられたりするが、知的財産法の観点では、特許の対象としてブロ

ックチェーン技術が言及されることはあっても、ブロックチェーン技術を用いて知的

財産をマネジメントすることに関する知的財産法上の課題を検討している日本国内の

学術研究は、2018 年 10 月の基課題応募時点では存在しなかった。 

著作物等のコンテンツ流通に関しては、①権利証明や取引履歴の追跡が難しく、②

インターネット上の海賊版問題が深刻であり、③ライセンスの前提としての権利情報

統合 DB が構築されておらず、コンテンツ利用許諾の権利処理が煩雑であり、④少額

利用や海外利用に対する使用料徴収が難しく、配分のプロセスも非効率的で不透明で

あることが問題として挙げられる。 

 
 
２．研究の目的 
 

2019 年 4 月 17 日の欧州 DSM 指令第 19 条 1 項は、著作者および実演家に対する「透

明性の義務」を加盟国に課している。クリエイターに対する正当な対価還元という観



点から、米国と異なる欧州のこのような動きは丁寧に検討する必要がある。本国際共

同研究は、①欧州 DSM 指令を受けて欧州各国が今後どのように立法および政策に反

映していくか、②「デジタル単一市場」を構築しようとする欧州 DSM 指令の意義と

インパクトは何か、③欧州各国のコンテンツ市場の動向や指令の国内法化に向けての

各加盟国内の動き、④多国籍オンラインプラットフォームの欧州域内における DSM 指

令への対応等を検討することで、正確で効率的な対価還元の前提となる「情報透明性」

を、巨視的な観点で比較法的に検討し、基課題との相乗効果を図ることを目的とする。 

 
 
 
３．研究の方法 
 

１）現地研究 

①滞在する研究拠点にて海外共同研究者らと日常的に研究交流し、②欧州各国の関

連企業/団体へのヒアリングを実施し、③欧州各国の知的財産関連研究所に訪問し、研

究ネットワークを開拓し、④欧州各国で開催される関連学会に参加して最新の研究情

報を入手する。 

２）調査結果分析と成果報告 

研究調査の成果は随時日本語で刊行物を通して報告し、国内の関連議論の土台にな

るように努める。帰国後も海外研究者と連絡をとり、日本へ招聘し国際シンポジウム

を開催するなど、最新情報を踏まえての深い議論をすることで、国内関係者への有意

義な示唆を提供する。 

 
 
 
４．研究成果 
 

コンテンツ利用許諾と使用料の徴収・配分の場面において、クリエイターに正当な対

価が還元されない問題が指摘されている。「使用料の徴収と配分の正確性と効率性」を

果たすためには、著作権関連情報の透明性（transparency）が必要であり、オンライン

プラットフォームの積極的な役割なしでは適切な対価還元は不可能である。 



本研究は、欧米のオンラインプラットフォーム規制を検討し、クリエイターへの正当

な対価還元のために開示されるべき情報とプラットフォームの役割を考察することで、

クリエイターへの正当な対価還元のための法制のあり方を比較法的に研究することが

できた。 
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